
市・京田辺市献血推進協
議会は、下表のとおり献血
を行います。
これからの季節は暑さで
献血する人が減り、血液が
不足しがちです。手術に必
要な輸血用血液は、献血で
しか確保することができま
せん。近年、臓器移植手術
での輸血など、血液需要は

ますます高まっています。
昨年度の献血活動には、
1,040 人にご協力をいただ
きました。
みなさんからの善意が、
輸血を中心とする医療を支
えています。一人でも多く
のご協力をお願いします。
問合せ先＝健康推進課

（☎ 64-1335）

６
月
か
ら
、
左
表
の
市
内
医

療
機
関
で
接
種
す
る
場
合
は
、

市
が
発
行
す
る
助
成
券
を
提
出

す
る
こ
と
で
、
窓
口
で
全
額
支

払
う
必
要
が
な
く
な
り
ま
し

た
。対

象
＝
接
種
日
現
在
７０
歳
以

上
の
人

助
成
額
＝
４
千
円
（
１
人
１

回
の
み
）

申
請
方
法
＝
▼
市
内
医
療
機

関
の
場
合
…
健
康
推
進
課
・
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
各
医
療
機
関

に
あ
る
申
請
書
を
持
参
ま
た
は

郵
送
し
、
助
成
券
の
交
付
を
受

け
て
く
だ
さ
い
▼
市
外
医
療
機

関
の
場
合
…
医
療
機
関
窓
口
で

接
種
費
用
全
額
を
支
払
い
後
、

領
収
書
・
接
種
を
証
明
す
る
も

の
（
接
種
済
証
・
予
診
票
控
え

な
ど
）・
印
鑑
・
振
込
先
の
分

か
る
も
の
（
通
帳
な
ど
）
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。
後
日
、
助

成
額
を
指
定
口
座
に
振
り
込
み

ま
す接

種
期
限
＝
平
成
２５
年
３
月

３１
日
㈰

昨
年
度
に
引
き
続
き
、
接
種

費
用
を
助
成
し
ま
す
。

対
象
＝
市
内
ま
た
は
東
日
本

大
震
災
の
災
害
救
助
法
適
用
市

町
村
に
住
民
票
が
あ
る
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
女
子
▼

中
学
校
１
年
生
～
高
校
１
年
生

（
平
成
８
年
４
月
２
日
生
～
同

１２
年
４
月
１
日
生
）
▼
高
校
２

年
生
（
平
成
７
年
４
月
２
日
生

～
同
８
年
４
月
１
日
生
）
で
、

平
成
２４
年
３
月
３１
日
ま
で
に
１

回
目
ま
た
は
２
回
目
の
接
種
を

し
た助

成
額
＝
全
額

接
種
方
法
＝
▼
市
内
医
療
機

関
の
場
合
…
予
約
し
て
か
ら
接

種
し
て
く
だ
さ
い
▼
市
外
医
療

機
関
の
場
合
…
接
種
を
希
望
す

る
人
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
接
種
回
数
＝
３
回
（
３
回
目

は
初
回
接
種
日
の
６
カ
月
後
で

す
）接

種
期
限
＝
平
成
２５
年
３
月

３１
日
㈰

期
限
ま
で
に
３
回
分
の
接
種

を
終
え
て
く
だ
さ
い
。

市は、市民が死亡・死産し、火葬し
た場合に、火葬料の一部を補助します。
補助額＝申請者が負担した火葬料か
ら、利用した火葬場がある市町村の住
民が負担する火葬料を差し引いた額の
2分の 1（＝左図）。上限は 3万円
補助金は振り込みです。口座を開設
していない人には、後日現金で支給し
ます。
申請方法＝火葬料補助金交付申請書
に、火葬許可証・火葬料の領収書（写
し）を添え、火葬許可日から 6カ月以
内に申請してください
申請・問合せ先 ＝環境課（☎
64-1366）
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児
童
手
当
に
は
、
６
月
分

か
ら
所
得
制
限
が
設
け
ら
れ

ま
す
。
同
手
当
の
受
給
者
に

は
児
童
手
当
現
況
届
を
郵
送

し
ま
す
の
で
、
必
ず
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

所
得
制
限
限
度
額
＝
左
表

の
と
お
り

支
給
額
＝
下
表
の
と
お
り

申
請
方
法
＝
児
童
手
当
現

況
届
に
必
要
な
書
類
を
添
え

て
持
参
・
郵
送
し
て
く
だ
さ

い
し
め
き
り
＝
６
月
３０
日
㈯

な
お
、
提
出
が
な
い
場
合

は
同
手
当
を
受
給
で
き
な
く

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

申
請
・
問
合
せ
先
＝

こ
ど
も
福
祉
課
（
☎
６４
・

１
３
７
６
）

教
育
委
員
会
は
、
夏
休
み
や

給
食
未
実
施
期
間
中
、
留
守
家

庭
児
童
会
へ
入
会
を
希
望
す
る

児
童
の
申
し
込
み
を
受
け
付
け

ま
す
。

対
象
＝
市
立
小
学
校
に
通
学

す
る
小
学
校
１
～
４
年
生
で
、

期
間
中
に
保
護
者
が
仕
事
な
ど

で
保
育
す
る
人
が
い
な
い
児
童

な
お
、
今
年
度
は
大
住
・
松

井
ケ
丘
で
は
５
・
６
年
生
も
受

け
付
け
ま
す
。

開
設
期
間
＝
▼
小
学
校
１
～

４
年
生
…
７
月
１８
日
㈬
～
９
月

３
日
㈪
▼
５
・
６
年
生
、
通
学

小
学
校
区
域
外
の
児
童
…
７
月

２１
日
㈯
～
８
月
２９
日
㈬

い
ず
れ
も
日
曜
日
と
８
月
１３

日
㈪
～
１６
日
㈭
を
除
き
ま
す
。

開
設
時
間
＝
▼
短
縮
授
業
期

間
…
放
課
後
～
午
後
６
時
３０
分

▼
平
日
…
午
前
８
時
～
午
後
６

時
３０
分
▼
土
曜
日
…
午
前
８
時

～
午
後
５
時
３０
分

入
会
受
付
す
る
留
守
家
庭
児

童
会
＝
田
辺
東
・
草
内
・
大
住
・

薪
・
松
井
ケ
丘

田
辺
・
桃
園
・
三
山
木
の
募

集
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ほ
か
の

留
守
家
庭
児
童
会
へ
の
入
会
が

で
き
ま
す
。
ま
た
、
定
員
を
超

え
た
場
合
は
、
抽
選
で
ほ
か
の

留
守
家
庭
児
童
会
へ
の
入
会
と

な
り
ま
す
。
６
月
２５
日
㈪
以
降

に
７
・
８
月
の
通
常
入
会
を
希

望
す
る
場
合
も
同
様
で
す
。

現
在
、
在
籍
し
て
い
る
児
童

の
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

費
用
＝
▼
負
担
金
…
通
学

小
学
校
区
域
１
万
３
６
０
円
、

５
・
６
年
生
と
通
学
小
学
校
区

域
外
８
千
４
０
０
円
（
減
免
措

置
あ
り
）
▼
ス
ポ
ー
ツ
安
全
保

険
料
…
９
０
０
円
（
振
込
手
数

料
を
含
む
）

申
込
方
法
＝
社
会
教
育
・
ス

ポ
ー
ツ
推
進
課
か
各
留
守
家
庭

児
童
会
に
あ
る
申
込
書
に
、
就

労
状
況
証
明
書
（
父
母
と
も
必

要
）
な
ど
の
必
要
書
類
と
保
険

料
を
添
え
て
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。
郵
送
で
は
受
け
付
け
て

い
ま
せ
ん

受
付
期
間
＝
６
月
１１
日
㈪
～

２２
日
㈮
午
前
８
時
３０
分
～
午
後

５
時
１５
分（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

申
込
・
問
合
せ
先
＝
社
会
教

育
・
ス
ポ
ー
ツ
推
進
課
（
☎

６４
・
１
３
９
４
）

市
は
、
幼
稚
園
児
を
持
つ

保
護
者
の
経
済
的
な
負
担
を

軽
減
す
る
た
め
、
市
立
・
私

立
幼
稚
園
の
保
育
料
減
免
制

度
を
設
け
て
い
ま
す
。

【
市
立
幼
稚
園
】

対
象
＝
市
内
に
在
住
し
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

人
▼
生
活
保
護
世
帯
▼
市
民

税
所
得
割
非
課
税
世
帯

【
私
立
幼
稚
園
】

対
象
＝
市
内
に
在
住
し
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
人
▼
生
活
保
護
世
帯
▼

市
民
税
非
課
税
世
帯
▼
市

民
税
所
得
割
非
課
税
世
帯

▼
市
民
税
所
得
割
課
税
額

２１
万
１
千
２
０
０
円
以
下
の

世
帯【

申
請
方
法
】

各
幼
稚
園
に
あ
る
「
保
育

料
減
免
申
請
書
」
に
必
要
書

類
を
添
え
て
、
提
出
し
て
く

だ
さ
い

【
申
請
先
】

各
幼
稚
園

【
し
め
き
り
】

７
月
４
日
㈬

【
問
合
せ
先
】

▼
各
幼
稚
園
▼
学
校
教
育

課
（
☎
６４
・
１
３
９
２
）

日本年金機構は、国民年金・
厚生年金の加入者に「ねんきん
定期便」を郵送しています。
「ねんきん定期便」は毎年誕
生月に郵送し、①これまでの年
金加入期間と加入履歴②加入実
績に応じた年金見込額③これま
での保険料納付額と最近の月別
納付状況などをお知らせしてい
ます。
平成 24 年 4月からは、35 歳・
45 歳・58 歳の人に「年金加入
記録回答票」などと一緒に封書
で、それ以外の人に「ねんきん
定期便」のみをはがきで郵送し

ます。
「ねんきん定期便」が届いた
ら内容を確認し、漏れや誤りが
あった場合はお問い合わせくだ
さい。
みなさんの大切な年金記録を
正しいものにするため、「ねん
きん定期便」による年金記録の
確認にご協力をお願いします。
問合せ先＝▼ねんきん定
期便・ねんきんネット専用
ダイヤル（☎ 0570-058-555）
▼ 京 都 南 年 金 事 務 所（ ☎
075-643-2547）

市は、7月 1日㈰から、ペット
の死体処理の料金を変更します。
市で引き取ったペットや飼い主
不明の動物死体は、動物霊園に委
託して合同火葬しています。今回
の変更は、これまで市が負担して
いた動物霊園への委託料相当分
を、利用者に負担
いただくためのも
のです。
内容・料金など
＝右表のとおり
問合せ先＝環境
衛生センター甘南
備園（☎ 62-4328）

市は、高齢者保健福祉計画委員会
の委員を募集します。
同委員会では、京田辺市高齢者保
健福祉計画の進行管理や次期計画の
作成、今後の市の高齢者施策のあり
方について検討します。
対象＝市内に在住する 40 歳以上
の人で、年数回の委員会（平日午後）
に参加できる人
任期＝ 9月 1日から 3年
募集人数＝ 2人程度
応募方法＝住所・氏名・生年月日・
性別・電話番号・職業・作文（テー
マ…市民の視点で見る高齢者施策に
ついて。800 字程度）を書いて、持
参・郵送してください
しめきり＝ 6月 29 日㈮
問合せ先＝高齢介護課（☎
64-1373）

市は、高齢者肺炎球菌・子宮頸がんのワクチ
ン接種費用を助成しています。
いずれも任意の予防接種です。
申請・問合せ先＝健康推進課（☎ 64-1335）


